
全Ｌ協保安２４第３号 

平成２４年４月１０日 

正 会 員   各位 

 

一般社団法人 全国ＬＰガス協会 

 

 

「消安法等に基づく長期使用製品安全点検制度及び同表示制度の 

    ガイドライン」の一部改正（案）に関する意見募集について 

（お知らせ） 

 

 

標記につきまして、経産省のホームページに意見募集が掲載されましたので、

お知らせいたします。 

 

なお、ご意見がある場合は、別添の意見公募(５月２日締切)要領に基づきご

提出をいただくとともに、当協会にも写しをご送付くださいますようお願いい

たします。 

 

改正案の概要 

平成２１年４月に開始した長期使用製品安全点検制度について、本制度の更

なる普及や所有者情報の登録率向上のため、制度運用上の課題や見直しを行い、

ガイドラインの一部を改正することとなった。 

 主な改正項目は以下の通り。 

・所有者票の添付義務 

「所有者票」の表示項目について、詳細に記載。 

・所有者票の認識の向上 

 所有者票の添付が容易に判別できる方法について具体的に記載。 

・所有者情報の提供協力 

 特定保守製品の設置・修理等を行う関連事業者が、特定保守製品の取得者に

代わって所有者票を記入し、特定製品製造事業者等に送付する「所有者票の代

行記入等」を可能とした。 

 

経産省ホームページ掲載アドレス 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=5

95112024 

以 上 

発信手段：メール、担当：保安部 内倉、渡辺、篠島 
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pubcome-productsafety@meti.go.jp
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